
  

2022 年 6 月 8 日 

各 位 

 

会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ 

 

 当社は、2022 年 6 月 8 日開催の監査役会において、当社の会計監査人である栄監査法人

と合意のうえ、会計監査人を異動すること及び、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項の規定

に基づき一時会計監査人の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。   

なお、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等に

つきましても同様であります。 

 

記 

 

１．異動年月日 

  2022 年 6 月 8 日 

 

２．異動する会計監査人の概要 

（１）就任する会計監査人の概要 

名称 早稲田智大 

早稲田公認会計士事務所 

所在地 名古屋市中区錦 3-17-13 

日本公認会計士協会の上場会社監査事務所

登録制度における登録状況 

登録されております。 

 

名称 堀江将仁 

堀江将仁公認会計士事務所 

所在地 名古屋市中村区則武 1-10-6 

ノリタケ第 1 ビル 7 階 

日本公認会計士協会の上場会社監査事務所

登録制度における登録状況 

準登録事務所名簿に登録されております。 

 

 
会 社 名  株式会社サカイホールディングス 

代表者名  代表取締役会長 山 口  伸 淑 山 口  伸 淑 
 

（コード番号：９４４６ 東京証券取引所 スタンダード） 

問合せ先  Ｉ Ｒ戦略部  ０ ５ ２ （ ２ ６ ２ ） ４ ７ ３ ０ 



 

（２）退任する会計監査人の概要 

名称 栄監査法人 

所在地 名古屋市中村区名駅 5-4-14 

花車ビル北館 407 

業務執行社員の氏名 公認会計士 玉置 浩一 

公認会計士 井上 友貴  

 

 

３．２．（１）に記載する者を一時会計監査人とした理由 

  当社の監査役会が会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社の業種や事業内

容等総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する

体制を備えており、適任と判断したためであります。 

 

４．退任する会計監査人の就任日 

  2009 年 12 月 17 日 

 

５．退任する会計監査人が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等 

  該当事項はありません。 

 

６．異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

  2022 年 3 月 25 日付「独立調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて開

示いたしました調査報告書にかかる当社の不適切な会計処理に関し、株主、投資家の皆さ

まをはじめとする関係者の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけしました。 

2022 年 3 月 31 日に開示いたしました 2022 年 9 月期第 1 四半期並びに過年度の決算及

び四半期決算の訂正にかかる会計監査、またその後の 2022 年 9 月期の第 2 四半期にかか

る会計監査について、いずれも栄監査法人より無限定適正意見を付した監査報告書を受

領しております。 

  その後、同監査法人から、2022 年 9 月期の第 3 四半期以降に係る監査業務体制等につ

いては、現時点の監査状況等を踏まえ監査品質の維持に必要な工数の確保が難しいとの

打診を受け、同監査法人と誠実に協議し、その結果、本日付で監査契約を合意解約し、同

監査法人が当社の会計監査人を辞任することについて合意いたしました。 

当社は、これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的

に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を行い、本日開催の監査役

会において、公認会計士早稲田智大氏及び公認会計士堀江将仁氏を一時会計監査人に選

任することを決議いたしました。 

なお、栄監査法人からは、監査業務の引継ぎについて、協力を得ることができる旨の確

約を得ております。 

 

 

 



 

７．６．の理由及び経緯に対する意見 

（１）退任する公認会計士等の意見 

  特段の意見は無い旨の回答を得ております。 

 

（２）監査役会の意見 

  想定される監査工数、監査報酬を含め検討し判断しております。 

 

 

以上 

 


